施　主　代　行　委　任　契　約　書　（案）

[bookmark: _GoBack]委任者　南国にじいろパッションフルーツ生産組合 組合長　 長　真琴（以下「委任者」という。）と受任者　（代行者）　　　　　　　　　　　　　　（以下「受任者」という。）とは，令和７年度農業創出緊急支援事業の営農用ハウス整備工事（以下「工事」という。）の建設について，次のとおり施主代行業務の委任契約を締結する。

１　契約の目的
　（１）受任者は，委任者の委任に基づき，代行業務を行うものとし，委任者に代わって以下の行為をする。
　　ア　上記工事に係る実施設計（基本設計を含む）の作成又は検討。
　　イ　請負契約の締結：別添工事請負契約約款（以下約款という〔注〕）の趣旨に基づき，４項（３）の請負業者に施工させること。
　　　　〔注〕工事請負契約約款の内容は，別途委任者･受任者で協議して決定する。
　　ウ　施工管理の実施：約款に基づき，受任者が施工管理を行うこと。
　　エ　請負業者への建設費の支払い
　（２）受任者は（１）の業務を４項（４）の設計料及び建設費の範囲内で行う。ただし，約款に基づき，建設費の増減が生じた場合は，当該金額を基準とし，建設費を増減する。

２　設計料及び建設費の支払い
　（１）建設費の支払いについては，すべて受任者を経由するものとし，委任者は前項１の（１）のエの受任者の業務遂行のため，４項（４）の支払方法に基づき，受任者から必要に応じて設計料及び建設費の全部または，一部の請求を受けたときは，直ちにこれを受任者に支払うものとする。
　（２）委任者が施設建設の全部または一部の実施を中止若しくは廃止したとき，受任者は業務を分割発注されたものとみなし，その期間までに完了した業務に対する報酬を受ける。

３　施工管理担当者の選任
　　受任者は，前項（１）のウの施工管理の実施に際し，約款第〇条の施工管理担当者を選任し，委任者に通知する。

４　工事の内容
　（１）工事場所：奄美市笠利町大字宇宿大山田原431-1，431-2
　　　　　　　　　奄美市笠利町大字万屋中タケ1820
奄美市笠利町大字宇宿南龍原1078
　（２）工　　期：　　着　　工：令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　完　　成：令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　引渡期日：令和　　年　　月　　日
　（３）請負業者：　　製造請負工事　　　　〇〇〇
　（４）建設費及び支払方法：
　　　　建設費　　　　　　　金　　　　　　　　　円（内消費税　　　　円）
　　　　【建設費内訳】
　　　　　①製造請負工事費　金　　　　　　　　　円（内消費税　　　　円）
　　　　　　前払い：なし
　　　　　　部分払い：なし
　　　　　　完成引渡払い：完成引渡後，一括支払う
　　　　　②製造請負管理料　金　　　　　　　　　円（内消費税　　　　円）
　　　　　　完成引渡払い：完成引渡後，一括支払う

５　この契約によって生ずる委任者及び受任者の権利義務は，相手方の書面による承諾を得なければ第三者に譲渡することができない。ただし，受任者は事前に委任者に書面で通知することにより，設計業務の一部を他に再委託することができる。

６　当事者の一方がこの契約を履行しない場合，相手方は既済部分を精算のうえこの契約を解除することができる。

７　この条項に定めていない事項については，必要に応じて委任者･受任者で協議して決めるものとする。

８　この契約に関し，次のとおり特約する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この契約締結の証として，本書２通を作成し，委任者･受任者それぞれ１通を保有する。

　令和　年　月　日

　　　　　　　　　　　　　　　委任者

　　　　　　　　　　　　　　　受任者


